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資料５



１．「社会福祉充実財産」の算定
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再投下対象財産（社会福祉充実財産）の有効活用について

○ 社会福祉法人が保有する財産については、事業継続に必要な財産（控除対象財産）を控除した上で、
再投下対象財産（社会福祉充実財産）を明確化する。
○ 社会福祉充実財産が生じる場合には、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実
や新たな取組に有効活用する仕組みを構築する。

【活用可能な財産】

資産から負債（借入金等）
や基本金を控除し、現に活
用可能な資産を算出。

【①事業用不動産等】

事業継続に必要な財産
（＝控除対象財産）

社会福祉事業等に活
用している不動産の
帳簿価格。

「社会福祉充実計画」を策定
し、計画的に、既存事業の充
実又は新規事業に活用。

資産－負債－基本金
－国庫補助等特別
積立金

年間支出の３月分

財産目録上の事業用
不動産等の合計額

減価償却累計額×建設単価等上
昇率×自己資金比率○％ 等

第１順位：社会福祉事業 地域公益事業
2第２順位：地域公益事業 第３順位：公益事業

施設の将来の建替とそ
れまでの間の大規模修
繕に係る費用等

【③運転資金】

【②将来の建替費用等】

（社会福祉充実財産の使途は、以下の順に検討の上、法人が策定する社会福祉充実計画に基づき、既存事業の充実や新たな事業に再投資）

緊急な支払い等に備
えるための運転資金

【社会福祉充実計画の策定】

社会福祉充実
財産が生じた
場合のみ

【再投下対象財産】
（社会福祉充実財産）

※ 法律上は社会福祉充実残額



再投下対象財産（社会福祉充実財産）の使途について

○ 再投下対象財産（社会福祉充実財産）は、法人が社会福祉充実計画を策定することにより、その使
途を「見える化」するものであり、法人の自主的な経営判断の下、収益事業を除き、例えば以下のよ
うな様々な事業に柔軟に活用が可能である。

【再投下対象財産】
（社会福祉充実財産） 【第１順位：社会福祉事業】

【第２順位：地域公益事業】 【第３順位：公益事業】

【職員処遇の改善】 【既存建物の建替】

【配食事業】【単身高齢者の見守り】 【移動支援】

【制度の狭間に対応する
包括的な相談支援】

【新たな人材の雇入れ】

【ケアマネジメント事業】

【介護人材の養成事業】

① 既存事業の充実又は新規事業の
開設のいずれにも充てることが可
能。

② 社会福祉充実財産に加え、控除
対象財産等を組み合わせて、事業
を実施することも可能。

③ 社会福祉充実財産は毎年度見直
しを行い、当該財産額の変動に応
じて使途の変更が可能。 3

※ 地域公益事業は、支援が必要な者に対して、
無料又は低額で行う福祉サービスをいう。

※ 公益事業は、地域公益事業以外の公益事業を
いう。

等

等 等

原則、社会福祉充実財産の
全額について、５年間で計画
的に再投資。ただし、合理的
な理由がある場合は、計画
期間を１０年まで延長可能。



「社会福祉充実財産」の算定及び「社会福祉充実計画」のポイント
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①社会福祉充実財産の算定

③地域協議会等からの意見聴取
（法第55条の2第6項）

⑤評議員会の承認
（法第55条の2第7項）

⑥所轄庁への申請

⑦計画に基づく事業実施

（財産あり） （財産なし）

社会福祉充実財産の算定結果の届出

②社会福祉充実計画原案の作成

④公認会計士・税理士等からの意見聴取
（法第55条の2第5項）

（地域公益事業を行う場合）（地域公益事業を行わない場合）

【ポイント１】
○ 社会福祉充実財産は、毎年度算定することが必
要であり、一度算定した財産額が永続的に固定さ
れるものではない。

【ポイント２】
○ 控除対象財産は、社会福祉充実財産の算定上の
計算ルールであり、実際上又は会計上の使途を限
定するものではない。

【ポイント６】
○ 計画は、社会福祉充実財産の増減など状況の変化
に応じて、柔軟に変更が可能。

【ポイント３】
○ 計画の策定はあくまで社会福祉充実財産の使途
を「見える化」するために行うもの。

○ 計画の内容は、地域の福祉ニーズを踏まえつつ
も、最終的には法人が自主的に判断。

○ 社会福祉充実財産は、収益事業を除き、職員処
遇の改善や建物の建替など既存事業の充実又は新
規事業の展開など、多様な使途に活用可能。

【ポイント４】
○ 計画は、原則、社会福祉充実財産の全額につい
て、５年で活用。ただし、合理的な理由がある場
合には、計画期間の１０年までの延長が可能。

【ポイント５】
○ 所轄庁は、法人の自主性を最大限尊重し、計画が
明らかに不合理な内容を伴うものでない限り、承認
する。



「控除対象財産」の算定イメージ

○ 社会福祉法人のⒶ すべての財産（基本金及び国庫補助等特別積立金を除く。）を対象
に、Ⓑ事業継続に必要な財産（控除対象財産）と余裕財産を区分し、余裕財産をⒸ再投下
対象財産として位置づける。

① 社会福祉法に
基づく事業に活用
している不動産等

（考え方）

・ 土地

・ 建物

・ 設備

※社会福祉法に基づく事業に

活用している財産の特定は財産
目録等により行う

再
投
下
対
象
財
産

② 再生産に必要な
財産

（考え方）

・建替、大規模修繕

・設備・車両等の更新

※再生産に必要な財産につ
いては、補助金、融資の活
用を考慮した算出基準を適用

③ 必要な運転資金

（考え方）

・事業未収金

・緊急の支払や当面
の出入金のﾀｲﾑﾗｸﾞ

控除対象財産：事業継続に必要な最低限の財産

資産－負債－基本金－国庫補助等特別積立金 ＝

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

Ⓐ

＊負債、基本金及び国庫補助等特別積立金
との重複部分は調整



控除対象財産①「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」について（案）

○ 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として控除対象となる財産については、次の
ような考え方に基づき、整理する。
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控除対象となる財産 控除対象とはならない財産（※）

○ 法人が実施する社会福祉事業等に直接又は間接的に供
与されている財産であって、当該財産がなければ事業の実
施に直ちに影響を及ぼしうるもの。

○ 法人が実施する社会福祉事業及び公益事業等の実施に
直ちに影響を及ぼさない財産。

・ 現に事業に活用している土地・建物・設備（障害者総合支
援法に基づく就労支援事業に活用されている土地・建物・
設備を含む。）等
・ 職員の福利厚生のための土地・建物・設備等
・ サービス提供に必要な送迎車両
・ サービス提供に必要な介護機器
・ サービス提供に必要な生活機器（テレビ、冷蔵庫、洗濯機、
電子レンジ等）
・ 事業に必要な事務機器（パソコン、プリンター等）
・ 災害時のための食料・物品の備蓄
・ 障害者総合支援法に基づく就労支援事業における工賃変
動積立金
・ 使途が限定されている寄付金等（基本金に計上されないも
の）
・ 国・自治体等の補助により造成され、使途が限定されてい
る基金等

・ 現預金、有価証券
・ 人件費積立金、修繕積立金等の積立資産（ただ
し、障害者総合支援法に基づく就労支援事業における工
賃変動積立金を除く。）
・ 遊休不動産（断続的であっても、長期にわたって事業に継
続して使用している不動産は除く。）
・ 美術品

※ ただし、現預金や有価証券、人件費積立金、修繕積立金等については、「再生産に必要な財産」や「必要な運転資金」として控除
対象となる場合があり得る。



「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」の算定のメルクマール（案）
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＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

流
動
資
産
①

現金預金 現金（硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯
金払出証書、官公庁の支払通知書等）及び預貯金（当座
預金、普通預金、定期預金、郵便貯金、金銭信託等）をい
う。

－

最終的に使途目的が不明確な
財産となることから控除対象と
はならない。

有価証券 国債、地方債、株式、社債、証券投資信託の受益証券な
どのうち時価の変動により利益を得ることを目的とする有
価証券をいう。

－

事業未収金 事業収益に対する未収入金をいう。 －

未収金 事業収益以外の収益に対する未収入金をいう。 －

未収補助金 施設整備、設備整備及び事業に係る補助金等の未収額
をいう。 ◎

社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。

未収収益 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、す
でに提供した役務に対していまだその対価の支払を受け
ていないものをいう。

－
最終的に使途目的が不明確な
財産となることから控除対象と
はならない。

○ 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」については、原則として、貸借対照表上の資産の区分
に応じ、以下の考え方に基づき、その該当の有無を判定することとし、具体的には財産目録により、表示する
こととしてはどうか。
（◎・・・控除対象となるもの、○・・・具体的な財産の内容により控除対象となり得るもの、－…控除対象とはならないもの）
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＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

流
動
資
産
②

受取手形 事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形
債権（金融手形を除く）をいう。 －

最終的に使途目的が不明確な
財産となることから控除対象と
はならない。

貯蔵品 消耗品等で未使用の物品をいう。業種の特性に応じ小区
分を設けることができる。

○
社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。

医薬品 医薬品の棚卸高をいう。 ◎ 社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。診療・療養費等材

料
診療・療養費等材料の棚卸高をいう。

◎

給食用材料 給食用材料の棚卸高をいう。 ◎

商品・製品 売買又は製造する物品の販売を目的として所有するもの
をいう。

◎

仕掛品 製品製造又は受託加工のために現に仕掛中のものをい
う。

◎

原材料 製品製造又は受託加工の目的で消費される物品で、消
費されていないものをいう。

◎

立替金 一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。
－

最終的に使途目的が不明確な
財産となることから控除対象と
はならない。

前払金 物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部
の前払額をいう。

○
社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。
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＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

流
動
資
産
③

前払費用 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、
いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をい
う。

◎
費用化されるため、控除対象
となる。

１年以内回収予定長
期貸付金

長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して１年
以内に入金の期限が到来するものをいう。 ○

社会福祉事業等の用に供さ
れるものに限り、控除対象と
なる。

１年以内回収予定事
業区分間長期貸付
金

事業区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から
起算して１年以内に入金の期限が到来するものをいう。

法人全体の貸借対照表には
計上されない。

１年以内回収予定拠
点区分間長期貸付
金

拠点区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から
起算して１年以内に入金の期限が到来するものをいう。

短期貸付金 生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通す
る事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として
行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して１
年以内に入金の期限が到来するものをいう。

◎

社会福祉事業等の用に供さ
れることが明らかに見込まれ
ることから、控除対象となる。

事業区分間貸付金 他の事業区分への貸付額で、貸借対照表日の翌日から
起算して１年以内に入金の期限が到来するものをいう。

法人全体の貸借対照表には
計上されない。

拠点区分間貸付金 同一事業区分内における他の拠点区分への貸付額で、
貸借対照表日の翌日から起算して１年以内に入金の期
限が到来するものをいう。
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＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

流
動
資
産
④

仮払金 処理すべき科目又は金額が確定しない場合の支出額を
一時的に処理する科目をいう。

○
社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。

その他の流動資産 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日か
ら起算して１年以内に入金の期限が到来するものをいう。
ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を
設けて処理することが望ましい。

○

徴収不能引当金 未収金や受取手形について回収不能額を見積もったとき
の引当金をいう。

資産から控除済。

固
定
資
産
（基
本
財
産
）

土地 基本財産に帰属する土地をいう。 ◎ 社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。建物 基本財産に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 ◎

定期預金 定款等に定められた基本財産として保有する定期預金を
いう。

○
法人設立の要件となっているも
のに限り、控除対象となる。

投資有価証券 定款等に定められた基本財産として保有する有価証券を
いう。

○

固
定
資
産
（そ
の
他
の
固

定
資
産
）①

土地 基本財産以外に帰属する土地をいう。 ○ 社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。

建物 基本財産以外に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 ○

構築物 建物以外の土地に固着している建造物をいう。 ○

機械及び装置 機械及び装置をいう。 ○

車輌運搬具 送迎用バス、乗用車、入浴車等をいう。 ○



＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

固
定
資
産
（そ
の
他
の
固
定
資
産
）②

器具及び備品 器具及び備品をいう。
○

社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。

建設仮勘定 有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し
稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品
の買入代金等をいう。

◎
社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。

有形リース資産 有形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 ○ 社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象となる。

権利 法律上又は契約上の権利をいう。 ○

ソフトウェア コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入し
た場合の取得に要する費用ないしは制作費用のうち研
究開発費に該当しないものをいう。

○

無形リース資産 無形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 ○

投資有価証券 長期的に所有する有価証券で基本財産に属さないもの
をいう。 －

最終的に使途目的が不明確な
財産となることから控除対象と
はならない。

長期貸付金 生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通す
る事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環とし
て行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算し
て入金の期限が１年を超えて到来するものをいう。

◎

社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。

事業区分間長期貸
付金

他の事業区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から
起算して入金の期限が１年を超えて到来するものをいう。

法人全体の貸借対照表には計
上されない。

11



＜資産の部＞
控除対象
の判別

理由・留意事項 等
大区分 中区分

勘定科目の説明
（運用上の留意事項より抜粋）

固
定
資
産
（そ
の
他
の
固
定
資
産
）③

拠点区分間長期貸付
金

同一事業区分内における他の拠点区分への貸付金で
貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が１年を
超えて到来するものをいう。

法人全体の貸借対照表には計
上されない。

退職給付引当資産 退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応
して積み立てた現金預金等をいう。

負債から控除済。

長期預り金積立資産 長期預り金（注：ケアハウス等における入居者からの管
理費等）に対応して積み立てた現金預金等をいう。

負債から控除済。

○○積立資産 将来における特定の目的のために積立てた現金預金
等をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科
目で記載する。

－

使途目的の定めのない財産で
あることから控除対象とはなら
ない。ただし、障害者総合支援
法に基づく就労支援事業によ
る工賃変動積立金については、
この限りではない。

差入保証金 賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差し入れる保
証金をいう。 ◎

社会福祉事業等の用に供され
ることが明らかに見込まれるこ
とから、控除対象となる。

長期前払費用 時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対す
る前払分で貸借対照表日の翌日から起算して１年を超
えて費用化される未経過分の金額をいう。

◎
費用化されるため、控除対象と
なる。

その他の固定資産 上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日
から起算して入金の期限が１年を超えて到来するもの
をいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘
定科目を設けて処理することが望ましい。

○

社会福祉事業等の用に供され
るものに限り、控除対象とな
る。
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（算出方法（イメージ））
再取得に必要な財産

＝ （減価償却累計額×建設単価等上昇率）×一般的な自己資金比率 ＋α（大規模修繕等）

39年目30年目20年目10年目
建替

５億円

１０億円

○減価償却により法人内に自己資金が蓄積され、建替
時期（３９年（※）経過後）には、現在の建物と同等の建
て替えを行うための資金が法人内部に留保される。

○法人に蓄積される建替費用は建設時の水準であるこ
とから、建設単価等上昇率を考慮する。

減価償却累計額 補助金比率

借入金比率

自己資金比率

○減価償却累計額（建設単価等上昇分を含む）には、
補助金、借入金、自己資金によるものが含まれてお
り、建替時に補助金や借入金を活用することを前提
にすれば、法人が再生産のために保有すべき額は
減価償却累計額に一般的な自己資金比率を乗じた
額となる。

１１億× ＝再取得に必要な財産
（控除対象）

減
価
償
却
累
計
額
×
建
設
単
価
等
上
昇
率

13

※ 建物の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関す
る省令」（昭和40年大蔵省令第15号）によることとされている。

※ 建設単
価等上昇率
が1.1倍で
あったと仮
定した場合
の例

控除対象財産②「固定資産の再取得に必要な財産」について（案）
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控除対象財産③「必要な運転資金」について（案）

○ 「必要な運転資金」として控除対象となる財産については、次のような考え方に基づき、
・「年間事業活動支出の１月分」＋「事業未収金」相当額として、「年間事業活動支出の３月分」
とする。

【年間事業活動支出１月分の考え方】
・ 厚生労働省が行ったサンプル調査によれば、年度末時点で１月程度の運転資金を保有していれば、年間を
通じて、運営に大きな支障は生じないと見込まれることから、「年間事業活動支出の１月分」を必要な運転資金
として控除する。

【事業未収金の考え方】
・ 事業未収金は、あらかじめ必要な事業費について、入金前に賄う必要があることから、控除対象とする。

⇒ 介護報酬等による施設については、事業未収金が2ヶ月分発生するため、実質的に計３月分が控除対象と
なる。

⇒ 措置費又は保育所運営費により運営される施設についても、自治体の措置費等の交付に係る運用によって
は、事業未収金が発生する場合がある。



社会福祉充実財産の算定式（案）

15

社会福祉充実財産 ＝ （活用可能な財産） － （控除対象財産①〔社会福祉法に
基づく事業に活用している不動産等〕＋控除対象財産②〔再生産に必
要な財産〕＋控除対象財産③〔必要な運転資金〕）

（再投下対象財産）

※１ 〔活用可能な財産〕
＝ 資産－負債－基本金－国庫補助金等特別積立金

※２ 控除対象財産①〔社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等〕
＝ 財産目録により特定した事業対象不動産等に係る貸借対照表価額の合計額○円－基本金－国庫補助金等
特別積立金－対応負債

※３ 控除対象財産②〔再生産に必要な財産〕
＝ 【将来の建替に必要な費用】

（現在の建物に係る減価償却累計額○円×建設単価等上昇率○．○）×一般的な自己資金比率○％
【建替までの間の大規模修繕に必要な費用】
＋ （現在の建物に係る減価償却累計額○円×一般的な大規模修繕費用割合２０％）－過去の修繕額○円
【設備・車両等の更新に必要な費用】

＋ 減価償却の対象となる固定資産（10万円以上）に係る減価償却累計額の合計額

※４ 控除対象財産③〔必要な運転資金〕 ＝ 年間事業活動支出の３月分

ＡＣ Ｂ

※ なお、各法人の事務処理を円滑にする観点から、今年度中に構築する予定の「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」において、
これらの計算を簡易に行うための入力シートを組み込む予定。

※ 各種係数については、現時点では仮置きであり、別途行うこととしている調査研究事業の結果などを踏まえ、最終的に決定。

Ａ



２．「社会福祉充実財産」の算定例
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「控除対象財産」の算定例の前提

① 事業用不動産等については、財産目録上の個別財産の内容が不明であるため、
貸借対照表の科目から判断。

② 建替に必要な財産は、基本財産における建物に係る減価償却累計額（計算書類
の注記）を使用。

③ 建設費等の上昇率については、建物建設から20年経過しているものと仮定し、
当該経過年数に応じた建設工事費デフレーター1.07％を活用。

④ 一般的自己資金比率については、１５％と仮定。

⑤ 大規模修繕費用割合については、２０％とするとともに、大規模修繕は未実施
と仮定。

17



【社会福祉充実財産の算定結果】

【活用可能な財産】１８２億円
－ 【事業用不動産等】８9億円
－ 【再生産に必要な財産】１９億円
－ 【必要な運転資金】６億円

＝ ６８億円（⇒ 社会福祉充実財産あり。）

「控除対象財産」の算定例①－１

18

○ 高齢者入所施設７箇所、その他在宅サービスを運営している法人の例

資産の部 負債の部

科目 当年度末 科目 当年度末

流動資産 75億円 流動負債 2億円

現金預金 70億円 事業未払金 2億円

事業未収金 5億円 預り金 0億円

未収金 0億円 職員預り金 0億円

未収補助金 0億円 借受金 0億円

その他流動資産 0億円

固定資産 125億円 固定負債 0億円

基本財産 70億円 退職給付引当金 0億円

土地 30億円 預り金 0億円

建物 40億円

その他の固定資産 55億円 負債の部合計 2億円

土地 10億円 純資産の部

建物 20億円 基本金 1億円

構築物 1億円 国庫補助金等特別積立金 15億円

車両運搬具 1億円 その他の積立金 22億円

器具及び備品 0億円 次期繰越活動増減差額 160億円

退職給付引当資産 0億円

積立資産 20億円

その他の固定資産 3億円 純資産の部合計 198億円

資産の部合計 200億円 負債及び純資産の部合計 200億円

【法人全体の貸借対照表】

「資産の部合計」200億円－「負債の部合計」2億円－「基本
金」1億円－「国庫補助金等特別積立金」15億円
＝ 182億円

【活用可能な財産の算定】



「控除対象財産」の算定例①－２
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【事業用不動産等】 【再生産に必要な財産】 【必要な運転資金】

簿価 減価償却累計額
基本財産

土地 30億円 0億円
建物 40億円 30億円

その他の固定資産
土地 10億円 0億円
建物 20億円 10億円
構築物 1億円 1億円

車両運搬具 1億円 1億円

器具及び備品 0億円 3億円

その他の固定資産 3億円 0億円

その他の固定資産合計 35億円 15億円

「土地（基本財産）」30億円＋「建物
（基本財産）」40億円＋その他の固定
資産35億円－基本金1億円－国庫補助
金等特別積立金15億円－対応負債0円
＝ 89億円

※ 対応負債
① １年以内返済予定設備資金借入金・０円
② 設備資金借入金・・・・・・・・・0円
③ １年以内返済予定リース債務・・・０円
④ リース債務・・・・・・・・・・・０円
①＋②＋③＋④ ＝ 0円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

【貸借対照表より抜粋】

簿価 減価償却累計額
基本財産

土地 30億円 0億円
建物 40億円 30億円

その他の固定資産
土地 10億円 0億円
建物 20億円 10億円
構築物 1億円 1億円

車両運搬具 1億円 1億円

器具及び備品 0億円 3億円

その他の固定資産 3億円 0億円

その他の固定資産合計 35億円 15億円

【計算書類に係る注記より抜粋】

（①建物の建替費用）
「減価償却累計額」40億円×建設単
価等上昇率1.07×一般的自己資金比
率15％＝6億円

（②大規模修繕費用）
40億円×大規模修繕費割合0.2＝8億
円

（③その他固定資産の再取得費用）
5億円

①＋②＋③ ＝ 19億円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

勘定科目 決算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
介護保険外収入
経常経費寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入

30億円
4億円
1億円
0億円
0億円
0億円

事業活動収入計 35億円

支
出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
その他の支出

17億円
4億円
2億円
0億円
0億円

事業活動支出計 23億円

事業活動資金収支差額計 12億円

施設設備等資金収支差額計 ▲3億円

その他の活動収支差額計 ▲8億円

当期資金収支差額合計 1億円

【資金収支計算書】

（年間事業活動支出の３月分）
23億円÷12月×３ ＝ ６億円



【活用可能な財産】６０億円
－ 【事業用不動産等】１９億円
－ 【再生産に必要な財産】５４億円
－ 【必要な運転資金】１８億円

＝ ▲31億円（⇒ 社会福祉充実財産なし。）

「控除対象財産」の算定例②－１

20

○ 高齢者入所施設７箇所、病院１箇所、その他在宅サービスを運営している法人の例

【法人全体の貸借対照表】

「資産の部合計」185億円－「負債の部合計」50億円－「基本
金」15億円－「国庫補助金等特別積立金」60億円
＝ 60億円

【活用可能な財産の算定】

【社会福祉充実財産の算定結果】

資産の部 負債の部

科目 当年度末 科目 当年度末

流動資産 30億円 流動負債 5億円
現金預金 20億円 事業未払金 4億円
有価証券 0億円 1年以内返済予定設備資金借入金 1億円
事業未収金 10億円 1年以内返済予定リース債務 0億円
未収金 0億円 預り金 0億円
立替金 0億円 職員預り金 0億円
その他流動資産 1億円 前受金 0億円
固定資産 150億円 固定負債 45億円
基本財産 60億円 設備資金借入金 40億円
土地 5億円 リース債務 1億円
建物 60億円 退職給付引当金 3億円
その他の固定資産 90億円 長期預り金 0億円
土地 0億円 その他の固定負債 1億円
建物 2億円 負債の部合計 50億円
構築物 1億円 純資産の部

機械及び装置 0億円 基本金 15億円
車両運搬具 0億円 国庫補助金等特別積立金 60億円
器具及び備品 7億円 その他の積立金 20億円
有形リース資産 1億円 次期繰越活動増減差額 40億円
ソフトウェア 0億円
退職給付引当資産 4億円
積立資産 15億円
その他の固定資産 60億円 純資産の部合計 130億円

資産の部合計 185億円 負債及び純資産の部合計 185億円



「控除対象財産」の算定例②－２
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【事業用不動産等】 【再生産に必要な財産】 【必要な運転資金】

「土地（基本財産）」5億円＋「建物
（基本財産）」60億円＋その他の固定
資産71億円－基本金15億円－国庫補
助金等特別積立金60億円－対応負債4
2億円＝ 19億円

※ 対応負債
① １年以内返済予定設備資金借入金

・ ・・・・・1億円
② 設備資金借入金・・・・・・・・40億円
③ １年以内返済予定リース債務・・・0億円
④ リース債務・・・・・・・・・・・1億円

①＋②＋③＋④ ＝ 42億円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

【貸借対照表より抜粋】 【計算書類に係る注記より抜粋】

（①建物の建替費用）
「減価償却累計額」102億円×建設単
価等上昇率1.07×一般的自己資金比
率15％ ＝ 16億円

（②大規模修繕費用）
102億円×大規模修繕費割合0.2
＝ 20億円

（③その他固定資産の再取得費用）
18億円

①＋②＋③ ＝ 54億円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

【資金収支計算書】

（年間事業活動支出の３月分）
70億円÷12月×３ ＝ 18億円

簿価 減価償却累計額

基本財産

土地 5億円 0億円

建物 60億円 100億円

その他の固定資産

土地 0億円 0億円

建物 2億円 2億円

構築物 1億円 4億円

機械及び装置 0億円 1億円

車両運搬具 0億円 1億円

器具及び備品 7億円 10億円

有形リース資産 1億円 1億円

ソフトウェア 0億円 1億円

その他の固定資産 60億円 0億円

その他の固定資産合計 71億円 20億円

簿価 減価償却累計額

基本財産

土地 5億円 0億円

建物 60億円 100億円

その他の固定資産

土地 0億円 0億円

建物 2億円 2億円

構築物 1億円 4億円

機械及び装置 0億円 1億円

車両運搬具 0億円 1億円

器具及び備品 7億円 10億円

有形リース資産 1億円 1億円

ソフトウェア 0億円 1億円

その他の固定資産 60億円 0億円

その他の固定資産合計 71億円 20億円

勘定科目 決算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

介護保険事業収入
老人福祉事業収入
医療事業収入
その他の事業収入
その他の収入
その他

30億円
10億円
20億円
3億円
1億円
1億円

事業活動収入計 65億円

支
出

人件費支出
事業費支出
事務費支出
利用者負担軽減額
支払利息支出
その他の支出

50億円
10億円
10億円
0億円
0億円
0億円

事業活動支出計 70億円

事業活動資金収支差額計 ▲5億円

施設設備等資金収支差額計 ▲10億円

その他の活動収支差額計 10億円

当期資金収支差額合計 ▲5億円



【活用可能な財産】０．８億円
－ 【事業用不動産等】０．３億円
－ 【再生産に必要な財産】０．２億円
－ 【必要な運転資金】０．２億円

＝ 0.1億円（⇒ 社会福祉充実財産あり。）

「控除対象財産」の算定例③－１
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○ 保育所１箇所を運営している法人の例

【法人全体の貸借対照表】

「資産の部合計」３億円－「負債の部合計」１億円－「基本金」
０．２億円－「国庫補助金等特別積立金」１億円
＝ ０．８億円

【活用可能な財産の算定】

【社会福祉充実財産の算定結果】

資産の部 負債の部

科目 当年度末 科目 当年度末

流動資産 0.2億円 流動負債 0.2億円

現金預金 0.2億円 事業未払金 0.1億円

1年以内返済予定設備資金借入金 0.1億円

固定資産 2.8億円 固定負債 0.8億円

基本財産 2.0億円 設備資金借入金 0.7億円

建物 2.0億円 退職給付引当金 0.1億円

その他の固定資産 0.8億円

構築物 0.1億円

機械及び装置 0.1億円

器具及び備品 0.1億円 負債の部合計 1.0億円

退職給付引当資産 0.1億円 純資産の部

積立資産 0.4億円 基本金 0.2億円

国庫補助金等特別積立金 1.0億円

その他の積立金 0.4億円

次期繰越活動増減差額 0.3億円

純資産の部合計 1.9億円

資産の部合計 ３億円 負債及び純資産の部合計 2.9億円



「控除対象財産」の算定例③－２
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【事業用不動産等】 【再生産に必要な財産】 【必要な運転資金】

「土地（基本財産）」0億円＋「建物
（基本財産）」２億円＋その他の固定
資産0.3億円－基本金0.2億円－国庫補
助金等特別積立金1億円－対応負債0.8
億円＝ 0.3億円

※ 対応負債
① １年以内返済予定設備資金借入金

・ ・・・・0.1億円
② 設備資金借入金・・・・・・・0.7億円
③ １年以内返済予定リース債務・・・0億円
④ リース債務・・・・・・・・・・・0億円

①＋②＋③＋④ ＝ 0.8億円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

【貸借対照表より抜粋】 【計算書類に係る注記より抜粋】

（①建物の建替費用）
「減価償却累計額」0.5億円×建設単
価等上昇率1.07×一般的自己資金比
率15％ ＝ 0.1億円

（②大規模修繕費用）
0.5億円×大規模修繕費割合0.2
＝ 0.1億円

（③その他固定資産の再取得費用）
0億円

①＋②＋③ ＝ 0.2億円

※ 制度改正後は財産目録で判断。

【資金収支計算書】

（年間事業活動支出の３月分）
0.9億円÷12月×３ ＝ 0.2億円

簿価 減価償却累計額

基本財産

建物 ２億円 0.5億円

その他の固定資産

構築物 0.1億円 0億円

機械及び装置 0.1億円 0億円

器具及び備品 0.1億円 0億円

その他の固定資産合計 0.3億円 0億円

簿価 減価償却累計額

基本財産

建物 ２億円 0.5億円

その他の固定資産

構築物 0.1億円 0億円

機械及び装置 0.1億円 0億円

器具及び備品 0.1億円 0億円

その他の固定資産合計 0.3億円 0億円

勘定科目 決算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

保育事業収入
その他の収入

１億円
0.1億円

事業活動収入計 1.1億円

支
出

人件費支出
事業費支出
事務費支出

0.7億円
0.1億円
0.1億円

事業活動支出計 0.9億円

事業活動資金収支差額計 0.2億円

施設設備等資金収支差額計 ▲0.1億円

その他の活動収支差額計 ０億円

当期資金収支差額合計 0.1億円
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「社会福祉充実財産」の算定例まとめ

○ 社会福祉充実財産は、法人の規模の大小にかかわらず、生じ得る。

○ 建物の竣工から経過年数が長く経過しているほど、減価償却費等が内部に蓄積
されていくため、社会福祉充実財産は生じる傾向。

○ 事業拡大を行う法人ほど、社会福祉充実財産は生じない傾向。



３．社会福祉充実計画について

25



社会福祉充実計画について（案）

○ 社会福祉充実計画については、社会福祉法人が保有する財産のうち、事業継続に必要な「控除対象財産」を
控除してもなお一定の財産が生じる場合に、「社会福祉充実財産」を明らかにした上で、社会福祉事業等に計
画的に再投資を促すとともに、公益性の高い法人としての説明責任の強化を図るために策定するもの。

○ 社会福祉充実計画は、法人の経営の自主性を十分に尊重するとともに、関係者への意見聴取を経て申請が
なされていることを踏まえ、所轄庁においては、以下の内容について審査を行う。
① 計画に必要事項が記載されているか
② 手続が適正に行われているか
③ 計画に事業区域における需要・供給の見通しとの観点から、著しく合理性を欠く内容が含まれていないか
④ 計画の内容が行政計画との関係で実現不可能な内容が含まれていないか

１．社会福祉充実計画に位置付けるべき事業の種類

◆ 社会福祉充実計画に位置付けるべき事業は、以下の順にその実施について、検討し、行う事業を記載する。

第１順位 社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）

第２順位
地域公益事業（日常生活又は社会生活上の支援を必要する住民に対し、無料又は低額な料金
で、その需要に応じた福祉サービスを提供する事業）

第３順位 公益事業
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２．社会福祉充実計画の作成手続

◆ 社会福祉充実計画は以下の手続を経る必要がある。

３．計画の記載内容

法律事項（第55条の２第３項） 省令事項

① 既存事業の充実又は新規事業の規模及び内容
② 事業区域
③ 社会福祉充実事業の事業費
④ 社会福祉充実財産の規模
⑤ 計画の実施期間
⑥ その他厚生労働省令で定める事項

① 法人名、法人の所在地、連絡先等の基本情報
② 社会福祉充実財産の使途に関する検討結果
③ 資金計画
④ 事業費積算（概算）
⑤ 地域協議会等の意見とその反映状況 等

◆ 計画の記載内容は、法律上の以下のとおり規定がされているが、法律事項に加え、法人名等の基本情報や
社会福祉充実財産の使途に関する検討結果や事業の実施に当たっての資金計画等を併せて記載する。
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公認会計士、税理
士等への意見聴取

地域協議会への
意見聴取

理事会・評議員会
の承認

所轄庁の承認社会福祉充実計画案の作成

※ 地域公益事業を
行う場合に限る。



４．計画の実施期間等

◆ 計画は、原則として、５年間の範囲で、毎年度の社会福祉充実財産の全額について、一又は複数の社会福
祉充実事業を実施するための内容とすること。

ただし、５年間で計画を終了することが困難であることにつき、合理的な理由がある場合には、その理由を
計画上に明記した上で、計画期間を最長１０年間まで延長することができるものとする。

※ また、社会福祉充実財産の全額を計画期間内に活用することが困難であることにつき、合理的な理由がある場
合（例えば、建物の建替を行った直後であって、最長１０年間の計画期間では社会福祉充実財産を有効に活用でき
ない場合など）には、例外的に、社会福祉充実財産の全額ではなく、その一定割合の活用を内容とする計画を策定
することができるものとする。

◆ また、計画の実施期間の範囲で、事業の開始時期や終期、各年度ごとの事業費は、法人が任意に設定する
ことができるものとする。
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社会福祉充実計画のフォーマット（案）
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平成○年度～平成○年度 社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画 
 
 
１．基本的事項 
 

法人名  

法人代表者氏名  

法人の主たる所在地  

連絡先  

公認会計士、税理士等

の意見聴取年月日 
 

地域住民その他の関係

者への意見聴取年月日 
 

評議員会の承認年月日  

会計年度別の社会福祉

充実残額の推移 

（単位：千円） 

残額総額 

（平成○年

度末現在） 

１年目 

（平成○年

度末現在） 

２年目 

（平成○年

度末現在） 

３年目 

（平成○年

度末現在） 

４年目 

（平成○年

度末現在） 

５年目 

（平成○年

度末現在） 

合計 

社会福祉

充実事業

未充当額 

 

 
       

 うち社会福祉充実

事業費（単位：千円） 
        

本計画の対象期間  

 
２．事業計画 
 

実施時期 事業名 事業種別 
既存・新

規の別 
事業概要 

施設整備

の有無 
事業費 

１年目 

      

      

小計  

２年目 

      

      

小計  

３年目 
      

      

 

 小計  

４年目 

      

      

小計  

５年目 

      

      

小計  

合計  

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。 

 
３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果 
 

検討順 検討結果 

① 社会福祉事業及び公益事

業（小規模事業） 
 

② 地域公益事業  

③ ①及び②以外の公益事業  

 
４．資金計画 
 

事業名 事業費内訳 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 合計 

 

計画の実施期間に

おける事業費合計 
      

財
源
構
成 

社会福祉充実

残額 
      

補助金       

借入金       

事業収益       

その他       

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。 

 
５．事業の詳細 
 

事業名  

主な対象者  

想定される対象者数  
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事業の実施地域  

事業の実施時期 平成○年○月○日～平成○年○月○日 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の実施スケジュール 

1 年目  

2 年目  

3 年目  

4 年目  

5 年目  

事業費積算 

（概算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計 ○○千円（うち社会福祉充実残額充当額○○千円） 

地域協議会等の意見と 

その反映状況 

 

 

 

 

 

※  本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成するこ

と。 

 

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【社会福祉充実財産について】
○ 社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の額と財産目録の照合
○ 再生産に必要な財産の再計算
○ 必要な運転資金の再計算
○ 社会福祉充実財産の再計算
【事業費】
○ 事業費とその積算の照合

※確認書（案）のイメージについては次頁参照

社会福祉充実計画の策定に当たっての関係者への意見聴取内容について（案）

１．公認会計士、税理士等への意見聴取内容

社会福祉充実計画の策定に当たって行われる関係者への意見聴取については、社会福祉法人の経営の自主
性が十分に尊重されるようにするとともに、その経営判断を阻害しないよう、以下の内容について行う。

２．地域協議会への意見聴取内容（例） （地域公益事業を行う場合に限る。）

○ 地域の福祉課題
○ 地域に求められる福祉サービスの内容
○ 自ら取り組もうとしている地域公益事業に対する意見
○ 関係機関との連携 等
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公認会計士、税理士等への意見聴取による確認書（案）

公認会計士、税理士等への意見聴取による確認書（案）イメージ

社会福祉充実計画の策定に当たって行われる公認会計士、税理士等への意見聴取については、社会福祉法
人の経営の自主性の尊重、法人負担軽減の観点から、公認会計士、税理士等は社会福祉充実財産の算定過程
を中心に確認を行い、確認書を作成するものとする。
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手 続 実 施 結 果 報 告 書

 

 

平成  年  月  日 

社会福祉法人 ○○ 

理事長 ○○○○ 殿 

 

確認者の名称 印 

 

 

私は、社会福祉法人○○（以下「法人」という。）からの依頼に基づき、「平成○年度

～平成○年度社会福祉法人○○ 社会福祉充実計画」（以下「社会福祉充実計画」という。）

の承認申請に関連して、社会福祉法第 55 条の２第 5 項により、以下の手続を実施した。 

 

１．手続の目的 

私は、「社会福祉充実計画」に関して、本報告書の利用者が手続実施結果を以下の目

的で利用することを想定し、「実施した手続」に記載された手続を実施した。 

① 「社会福祉充実計画」における社会福祉充実残額が「社会福祉充実計画の承認等に

係る事務処理基準」（以下「事務処理基準」という。）に照らして算出されているか

どうかについて確かめること。 

② 「社会福祉充実計画」における事業費が、「社会福祉充実計画」において整合して

いるかどうかについて確かめること。 

 

 

２．実施した手続 

① 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動

産等に係る控除の有無の判定と事務処理基準を照合する。 

② 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉法に基づく事業に活用している不動

産等について事務処理基準に従って再計算を行う。 

 

③ 社会福祉充実残額算定シートにおける再取得に必要な財産について事務処理基準に

従って再計算を行う。 

④ 社会福祉充実残額算定シートにおける必要な運転資金について事務処理基準に従っ

て再計算を行う。 

⑤ 社会福祉充実残額算定シートにおける社会福祉充実残額について、再計算を行った

上で、社会福祉充実計画における社会福祉充実残額と突合する。 

⑥ 社会福祉充実計画における１、２、４及び５に記載される事業費について再計算を

行う。 

 

 

３．手続の実施結果 

① ２の①について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等に係る控除対象

控除対象財産判定と事務処理基準は一致した。 

② ２の②について、社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等の再計算の結果

と一致した。 

③ ２の③について、再取得に必要な財産の再計算の結果と一致した。 

④ ２の④について、必要な運転資金の再計算の結果と一致した。 

⑤ ２の⑤について、社会福祉充実残額の再計算の結果と一致した。さらに、当該計算

結果と社会福祉充実計画における社会福祉充実残額は一致した。 

⑥ ２の⑥について、社会福祉充実計画における１、２、４及び５に記載される事業費

について再計算の結果と一致した。 

 

 

４．業務の特質 

上記手続は財務諸表に対する監査意見又はレビューの結論の報告を目的とした一般に

公正妥当と認められる監査の基準又はレビューの基準に準拠するものではない。したが

って、私は社会福祉充実計画の記載事項について、手続実施結果から導かれる結論の報

告も、また、保証の提供もしない。 

 

 

５．配付及び利用制限 

本報告書は法人の社会福祉充実計画の承認申請に関連して作成されたものであり、他

のいかなる目的にも使用してはならず、法人及びその他の実施結果の利用者以外に配付

又は利用されるべきものではない。 

 

（注）公認会計士又は監査法人が業務を実施する場合には、日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会専門業務実務指針４４００「合意された手続業務に関する実務指針」を

参考として、表題を「合意された手続実施結果報告書」とするほか、本様式例の実施

者の肩書、表現・見出し等について、同実務指針の文例を参照して、適宜改変するこ

とができる。 

 

 

  以 上

 



【民生・児童委員】

【自治会等住民代表】

【保健医療関係者】

【ボランティア関係者】

【福祉関係者】

【地域協議会における協議事項】
① 地域の福祉課題に関すること
② 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること
③ 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見
④ 関係機関との連携に関すること

地域協議会のイメージ

地域協議会
※ 既存の会議体を有効に活用

【社会福祉法人】

○ 社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用して地域公益事業を行うに当たっては、その取組内容に、地
域の福祉ニーズを的確に反映するとともに、法人が円滑かつ公正に意見聴取を行えるようにすることが
必要であることから、各地域において「地域協議会」を整備していくことが重要。

【地域公益事業を内容とする
社会福祉充実計画】

【市町村社協】

所轄庁は、法第55条
の２第８項の規定を踏
まえ、地域協議会の
体制を整備。

【学識有識者】

介護予防や障害者の地域移行、待機児童、生活困窮者の自立支援など、地域の福祉ニーズを反映

【市町村福祉担当職員】

※ さらに、
① 地域公益事業の実施状況の確認、
助言
② 地域の関係者によるそれぞれの取組・
課題の共有
③ 地域の関係者の連携の在り方
などに関する討議を定期的に行うことを通
じて、地域のネットワークづくりのツール
としても活用していくことが望まれる。

社協等への運営の委託可

【所轄庁】

地域の様々な
取組間の連携
強化

地域に不足す
る新たな取組
の創出

地域課題の顕
在化、共有

【期待される効果】

33



地域協議会について

○ 改正社会福祉法により、社会福祉充実財産を保有する社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、
社会福祉事業又は地域公益事業等の実施に再投下することが求められる。

○ 地域公益事業を行う計画の策定に当たっては、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」に
ついて、「住民その他の関係者」の意見を聴かなければならないこととされている。

○ その際、社会福祉法人に対して、できるだけ円滑かつ公正中立な意見聴取が行えるようにするととも
に、併せて地域における関係者のネットワークを強化し、関係者間での地域課題の共有、各種事業の役
割分担の整理など、地域福祉の推進体制の強化を図るため、各地域において「地域協議会」を設置する。

１．地域協議会の実施責任

◆ 地域協議会の実施責任は、原則として所轄庁が有するものとし、その運営主体は、所轄庁が地域の事情に応じて決定する
ものとする。

◆ 所轄庁は、地域協議会の立ちあげを支援するとともに、円滑な意見聴取が行われるよう、必要な調整を行うものとする。

◆ また、所轄庁は、社会福祉法人の社会福祉充実計画の策定スケジュールに合わせ、適切に地域協議会が開催されるよう、
所管地域の地域協議会に対し、必要な働きかけを行う。

※ 法第55条の２第８項において、「所轄庁は、社会福祉法人に対し、社会福祉充実計画の作成及び円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他
の支援を行う」こととされていることから、所轄庁は、社会福祉法人が地域において、円滑に住民等からの意見聴取を行う環境整備を行う責任を有し
ているものであり、所轄庁はその一環として地域協議会の体制整備を行うもの。
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２．地域協議会の実施エリアについて

◆ 地域協議会の実施エリアは、原則として所轄庁単位とする。

◆ なお、一の所轄庁が管轄する区域を一定の地域ごとに分割すること、複数の所轄庁が合同して地域協議会を設置することも
可能である。ただし、複数の所轄庁が合同して地域協議会を設置する場合については、法において、事業の実施区域の住民
等の意見を聴くこととされている趣旨にかんがみ、広域になりすぎないよう配慮することが必要である。

３．地域協議会の構成員について

◆ 地域協議会の構成員は、以下の者を想定しつつ、地域の実情に応じて所轄庁が定めるものとする。
① 学識有識者
② 保健医療福祉サービス事業者
③ 民生委員・児童委員
④ サービス利用（予定）者である地域住民
⑤ 福祉行政職員（町村職員を含む。）
⑥ 社会福祉協議会

◆ なお、上記の構成員は、地域協議会への出席に支障がない限りにおいて、複数の地域協議会の構成員となることを妨げな
い。
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◆ なお、地域協議会は、効率的に開催する観点から、可能な限り既存の会議体を活用するものとし、具体的には、社会福祉協
議会における地域福祉活動支援計画策定委員会や、地域ケア会議、自立支援協議会などが想定される。（人数等を考慮し、
既存の会議体を活用しつつ、当該会議体の下に分科会等を設置するなどの工夫を行うことも考えられる。）

※ 所轄庁自身が地域協議会を開催することも妨げるものではない。

◆ 都道府県は、管内の地域協議会の設置状況を集約し、社会福祉法人に対する情報提供を行うとともに、空白が生じている
地域がある場合には、自ら設置する地域協議会において意見聴取を行えるようにするなど、必要な措置を講ずるものとする。



４．地域協議会の役割について

◆ 地域協議会は、地域公益事業を実施しようとする社会福祉法人からの要請に基づき、所轄庁が適宜開催することとし、例え
ば以下のような点について、討議を行う。
① 地域の福祉課題に関すること
② 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること
③ 社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見
④ 関係機関との連携に関すること

◆ また、地域協議会は、地域公益事業を行う社会福祉法人による意見聴取の場としての役割のみならず、
① 地域公益事業の実施状況の確認、助言
② 地域の関係者によるそれぞれの取組・課題の共有
③ 地域の関係者の連携の在り方

などについて、定期的に討議することを通じて、地域福祉推進のためのツールとして活用していくことが有用であると考えられ
る。（地域公益事業の実施状況の確認については年１回程度行うことが考えられる。）

◆ 地域協議会における討議の内容は、社会福祉法人が自ら地域公益事業を行う上で、斟酌すべき参考意見ではあるが、他方、
法人の経営の自主性は最大限尊重されるべきであることに留意が必要である。
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５．広域的に事業を行う場合の意見聴取の取扱いについて

◆ 複数の地域協議会の実施エリアをまたがって、地域公益事業を広域的に行う場合については、社会福祉充実計画を円滑に
策定する観点から、主たる事業の実施地域を特定し、当該地域を所管する地域協議会に意見を聴くことで足りるものとする。
ただし、この場合であっても、当該地域以外の住民等の意見が可能な限り反映されるよう、社会福祉法人のHP等における

意見募集やアンケート調査などの簡易な方法により、意見聴取を行うよう努めるものとする。


